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○委員長（谷口敏也さん）  ただいまから厚生委員会を開きます。 

○委員長（谷口敏也さん）  この際、紫野あすか委員から発言を求められておりますので、これを許

します。 

○委員（紫野あすかさん）  ９月10日の本委員会における議案第37号 子ども・子育て支援法等に

基づく事業の運営及び設備の基準等に関する条例の一部を改正する条例の反対討論において、「東京都

の多様な他者との関わり創出事業と総合的に三鷹市が行う事業である」との部分を、「三鷹市子ども誰

でも通園事業（仮称）は東京都の多様な他者との関わりの機会の創出事業と一本化して三鷹市が行う事

業である」に訂正させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○委員長（谷口敏也さん）  ただいまの発言訂正につきましては、そのようなことでよろしいでしょ

うか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしということで、そのように確認をいたしました。 

○委員長（谷口敏也さん）  休憩いたします。 

○委員長（谷口敏也さん）  委員会を再開いたします。 

○委員長（谷口敏也さん）  厚生委員会審査報告書の確認について、本件を議題といたします。 

 本会議に提出する厚生委員会審査報告書の正副委員長案を作成いたしましたので、御確認をいただき

たいと思います。 

 それでは、休憩してお手元の案文を朗読いたします。 

○委員長（谷口敏也さん）  休憩いたします。 

○委員長（谷口敏也さん）  委員会を再開いたします。 

○委員長（谷口敏也さん）  お手元の審査報告書（案）をもって厚生委員会審査報告書とすることと

いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 

○委員長（谷口敏也さん）  次回委員会の日程について、本件を議題といたします。 

 次回委員会の日程については、11月７日金曜日、午前９時半からとし、その間必要があれば正副委

員長に御一任いただくことにいたしたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 

○委員長（谷口敏也さん）  その他、何か皆様のほうからございますでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 特にないようですので、本日はこれをもって散会いたします。お疲れさまでした。 

 


